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□
要

旨

本
稿
の
目
的
は
、皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る「
大

主
家
文
書
」
な
る
百
点
を
超
え
る
伊
勢
御
師
大
主
家
に
関
係
す
る
古
文
書
に
つ
い
て
、
そ

の
書
誌
的
な
概
要
と
、
同
文
書
の
う
ち
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
ま
で
の

主
な
古
文
書
を
写
真
画
像
と
史
料
翻
刻
に
よ
り
紹
介
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
、
中
世
か
ら
近

世
に
お
け
る
大
主
家
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
大
主
家

に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
専
論
が
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
未
だ
不
明
瞭
な

実
像
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
今
後
の
「
大
主
家
文
書
」
の
活
用
の
便
を
図
る
た
め
、
大

主
家
の
本
拠
地
を
は
じ
め
、
一
族
や
檀
那
場
（
檀
所
）
の
構
造
な
ど
の
同
家
を
理
解
す
る

上
で
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
大
主
家
は
、
十
五
世
紀
後
半
よ
り
伊
勢
神
宮
外
宮
門
前
町
山
田
の
八
日
市

場
町
を
拠
点
と
し
た
度
会
・
荒
木
田
両
姓
で
は
な
い
異
姓
家
の
外
宮
側
の
伊
勢
御
師
（
旅

館
を
経
営
す
る
旅
行
代
理
業
者
と
伊
勢
神
宮
神
職
と
を
兼
務
し
た
今
風
に
い
え
ば
総
合

エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
よ
う
な
職
種
）
で
あ
っ
た
。
大
主
一
族
の
檀
那
場
に
つ
い
て
は
、
中

世
末
期
段
階
で
は
、
計
七
箇
国
（
三
河
・
近
江
・
山
城
・
伊
勢
・
大
和
・
河
内
・
美
濃
）

か
ら
な
り
、
そ
れ
を
近
世
中
期
段
階
の
主
要
な
檀
那
場
（
甲
斐
・
紀
伊
・
越
前
・
近
江
・

美
濃
・
三
河
・
伊
賀
の
計
七
箇
国
）
と
比
較
す
る
と
、
近
江
・
三
河
・
美
濃
の
各
国
が
、

中
世
末
期
か
ら
近
世
中
期
ま
で
一
貫
し
た
檀
那
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
大
主
家
の
伊
勢
御
師
と
し
て
の
活
動
以
外
に
も
注
目
す
る
と
、
大
永
年
間

（
一
五
二
一
〜
二
八
）
に
本
拠
地
を
八
日
市
場
町
内
の
坂
之
世
古
か
ら
横
橋
へ
と
移
し
て

い
る
が
、
そ
の
動
機
と
し
て
は
、
十
六
世
紀
初
頭
か
ら
の
商
業
座
の
購
入
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
山
田
の
主
要
市
場
で
あ
る
八
日
市
庭
へ
の
積
極
的
な
参
入
意
識
、
す
な
わ
ち
多
角
的

な
経
済
活
動
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

ま
た
、
大
主
家
の
一
族
構
造
と
し
て
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
か
ら
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
ま
で
は
二
家
独
立
の
構
造
だ
っ
た
が
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
安

永
六
年
（
一
七
七
七
）
年
ま
で
は
三
家
、
そ
れ
以
降
は
二
家
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

□
キ
ー
ワ
ー
ド

「
大
主
家
文
書
」・
伊
勢
御
師
大
主
大
夫
・
山
田
八
日
市
場
町
・
本
拠
地
・
一
族
構
造
・

檀
那
構
造
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一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
「
大
主
家
文
書
」

な
る
伊
勢
御
師
関
係
古
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
、
そ
の
史
料
群
の
う
ち
の
中
世
文
書
を

紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
、
中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
伊
勢
御
師
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
若
干
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
大
主
家
文
書
」
は
、
伊
勢
神
宮
外
宮
門
前
町
で
あ
る
山
田
、
と

り
わ
け
八
日
市
場
を
主
た
る
本
拠
地
と
し
た
度
会
・
荒
木
田
両
姓
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
異
姓

家
の
外
宮
側
の
伊
勢
御
師
で
あ
る
大
主
大
夫
（
こ
れ
以
降
原
則
、
大
主
家
と
略
記
）
に
伝
来
し

て
い
た
文
書
群
で
あ
り
、
既
に
『
三
重
県
史
』
に
お
い
て
も
中
世
文
書
分
の
翻
刻
が
な
さ
れ
て

い
る
【
三
重
県
二
〇
〇
六
】。

で
は
、
大
主
家
の
生
業
で
あ
る
伊
勢
御
師
と
は
、
ど
の
よ
う
な
職
種
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
は
そ
の
点
を
概
略
し
て
お
く
と
、
伊
勢
御
師
は
、
各
地
に
自
己
の
檀
那
へ
伊
勢
神
宮
両
宮
の

御
祓
大
麻
や
土
産
な
ど
を
配
っ
て
伊
勢
信
仰
を
広
め
、
ま
た
、
伊
勢
参
宮
を
勧
誘
・
斡
旋
し
、

さ
ら
に
伊
勢
参
宮
客
を
両
宮
門
前
町
宇
治
山
田
で
営
む
旅
館
へ
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
を
職
と
し
て

い
た
【
伊
勢
市
二
〇
一
一
】。
い
わ
ば
、
旅
館
を
経
営
す
る
旅
行
代
理
業
者
と
祈
祷
業
を
行
な

う
伊
勢
神
宮
神
職
と
を
兼
務
し
た
今
風
に
い
え
ば
総
合
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
よ
う
な
職
種
で

あ
っ
た
。
伊
勢
御
師
と
檀
那
と
の
間
に
は
、
師
檀
関
係
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
専
属
契
約
が
成
立

す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
旦
締
結
を
み
る
と
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
解
消
さ
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
師
檀
関
係
が
地
域
単
位
で
結
ば
れ
た
場
合
、
伊
勢
講
や
神
明
講
と
呼

ば
れ
る
講
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
講
中
の
伊
勢
参
宮
の
際
に
は
、
決
め
ら
れ
た
伊
勢
御

師
の
家
に
宿
泊
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
。
全
国
の
檀
那
は
伊
勢
御
師
に
、
両
宮
へ
の
五

穀
豊
穣
・
武
運
長
久
な
ど
の
祈
祷
や
神
楽
執
行
を
頼
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
い
わ
ば
そ

の
報
酬
と
し
て
伊
勢
御
師
の
も
と
に
は
神
楽
料
や
初
穂
料
な
ど
の
莫
大
な
金
品
が
集
積
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
伊
勢
御
師
は
、
そ
の
存
在
自
体
、
門
前
町
宇
治
山
田
を
経
済
的
発
展
さ
せ
る
た
め

の
主
要
素
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
【
西
山
一
九
八
七
】。

二

伊
勢
御
師
大
主
家
の
存
在
形
態
に
つ
い
て

Ⅰ

中
世
段
階
で
の
大
主
家
の
居
住
地
と
檀
那
構
造
を
め
ぐ
っ
て

伊
勢
御
師
大
主
家
は
、
既
に
中
世
末
期
の
段
階
で
山
田
に
お
け
る
有
力
な
一
族
で
あ
る
こ
と

が
史
料
上
確
認
で
き
る
た
め
、
伊
勢
御
師
を
対
象
と
す
る
研
究
者
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
存

在
で
は
あ
る
【
西
山
一
九
八
七
】。
た
だ
そ
れ
で
も
、
管
見
の
限
り
、
大
主
家
に
関
す
る
研
究

は
中
世
伊
勢
国
の
屋
号
所
有
者
の
貴
重
な
一
例
と
し
て
大
主
家
を
取
り
上
げ
る
伊
藤
裕
偉
氏
の

業
績
【
伊
藤
二
〇
〇
七
】
以
外
に
は
纏
ま
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
な
ど
、
未
だ

マ
イ
ナ
ー
な
扱
い
の
存
在
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
本
文
書
群
の
史
料
的
価
値

を
理
解
す
る
上
で
も
、
伊
藤
氏
の
業
績
を
参
照
に
し
つ
つ
、
大
主
家
の
実
像
に
つ
い
て
若
干
で

は
あ
る
が
言
及
し
た
い
。

さ
て
、
伊
藤
氏
は
「
大
主
屋
の
系
統
は
、
付
け
ら
れ
る
字
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
、「
宗
左
衛
門
」・「
宗
次
郎
」・「
又
六
」
の
系
統
が
指
摘
で
き
る
。

た
だ
し
、
時
間
的
に
長
い
の
は
宗
左
衛
門
の
み
で
、
宗
次
郎
・
又
六
に
つ
い
て
は
長
命
の
同
一

人
物
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
大
主
家
を
三
系
統
に
分
類
し
て
い
る
【
伊
藤
二
〇
〇
七
】。

こ
の
よ
う
に
同
氏
は
中
世
段
階
の
大
主
家
は
三
つ
の
一
族
分
化
を
図
っ
た
、
す
な
わ
ち
一
族
構

造
は
三
家
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
状
で
系
図
が
確
認
で
き
な
い
大
主
家
に
あ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
分
析

上
の
伊
藤
氏
独
自
な
分
類
で
あ
り
、
当
該
期
の
実
態
を
必
ず
し
も
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
大
主
家
の
一
族
分
化
の
実
像
を
理
解
す
る
た
め
に

は
同
一
史
料
内
で
の
大
主
姓
の
数
を
把
握
す
る
必
要
等
が
生
じ
る
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
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（
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年
三
月
）
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そ
の
た
め
、
ま
ず
は
十
六
世
紀
末
期
段
階
の
大
主
一
族
の
存
在
形
態
を
み
る
た
め
に
文
禄
三

年
（
一
五
九
四
）
の
『
太
神
宮
御
師
人
数
之
帳
』（
神
宮
文
庫
蔵
）
を
利
用
す
る
と
、
大
主
姓

の
伊
勢
御
師
が
上
中
之
郷
町
に
「
大
主
新
左
衛
門
」、
八
日
市
場
町
に
「
大
主
源
左
衛
門
」
が

確
認
で
き
る
（
表
①
も
参
照
）。

ま
た
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
山
田
の
宗
門
改
関
係
史
料
で
あ
る
『
吉
利
支
丹
御
改

之
時
郷
々
請
状
取
申
帳
』（
神
宮
文
庫
蔵
「
来
田
家
旧
蔵
資
料
」）
に
よ
れ
ば
、
同
年
時
点
で
、

八
日
市
場
町
に
大
主
五
兵
衛
と
大
主
三
太
郎
の
大
主
姓
の
二
名
が
確
認
で
き
る
が
、
上
中
之
郷

町
に
は
大
主
一
族
は
存
在
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
時

点
で
の
山
田
の
有
力
者
名
と
居
住
地
が
判
明
す
る
絵
図（
個
人
蔵『
廿
三
番

山
田
町
之
絵
図
』）

に
は
、
八
日
市
場
町
横
橋
に
の
み
「
大
主
宗
左
衛
門
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
な

よ
う
に
（
表
②
参
照
）、
基
本
的
に
は
大
主
一
族
は
八
日
市
場
町
の
み
に
居
住
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
文
禄
三
年
時
点
で
大
主
姓
の
人
物
が
上
中
之
郷
町
に
も
確
認
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
一
時
的
な
動
向
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
大
主
家
の
本
拠
地
と
い
う
べ
き
八
日
市
場
町
以
外
に
も
一
族
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
自
体
が
十
六
世
紀
末
期
段
階
で
既
に
大
主
一
族
が
分
家
を
輩
出
し
た
こ
と
を
暗
示

す
る
も
の
と
い
え
る
た
め
特
に
重
要
と
考
え
る
。

で
は
、
大
主
家
は
い
つ
か
ら
本
拠
地
で
あ
る
八
日
市
場
町
の
住
人
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
、

伊
勢
御
師
と
し
て
の
活
動
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
（
表
③
参
照
）、
明

応
七
年
（
一
四
九
八
）
に
曽
祢
世
古
の
馬
瀬
与
二
郎
が
六
貫
文
で
購
入
し
た
近
江
国
の
檀
那
場

（
檀
所
）
は
本
来
、「
さ
か
の
せ
こ
そ
う
さ
へ
も
ん
宗
次
」
の
所
有
だ
っ
た
が
（
神
宮
文
庫
蔵
『
輯

古
帖
』）、
こ
の
売
主
が
大
主
一
族
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
山
田
八
日
市
場
町
の
「
坂
之

世
古
」
に
居
住
し
た
大
主
屋
「
宗
左
衛
門
宗
次
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
居
住
地
表
記
と
し
て
、

坂
之
世
古
を
冠
し
て
い
る
以
上
、
大
主
家
は
坂
之
世
古
を
本
拠
地
に
し
て
お
り
、
同
時
に
、

十
五
世
紀
末
に
は
八
日
市
場
町
（
坂
之
世
古
）
の
伊
勢
御
師
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
う
な
る
と
少
し
気
に
な
る
点
も
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
、
大
主
家
の
本
拠
地
は
十
七

世
紀
以
降
、
八
日
市
場
町
の
横
橋
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
同
じ
八
日
市
場
町
内
と
は
い

え
、
横
橋
と
坂
之
世
古
と
は
若
干
離
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
か
の
時
期
に
坂
之
世
古
か
ら
横
橋
へ

と
本
拠
地
を
移
し
た
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
史
料
上
か
ら
居
住
地
表
記
の

時
期
的
変
化
を
み
て
み
る
と
、
坂
之
世
古
の
表
記
は
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）「
さ
か
の
せ
こ

そ
う
さ
へ
も
ん
宗
次
」
か
ら
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）「
坂
世
古
宗
左
衛
門
尉
」（
神
宮
文
庫
蔵

『
古
文
書

神
領
ニ
関
ス
ル
文
書
』）、
ま
で
の
二
六
年
間
、
ま
た
、
横
橋
の
表
記
は
大
永
七
年

（
一
五
二
七
）「
横
橋
又
六
」（「
大
主
家
文
書
」）
か
ら
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）「
横
橋
宗
左
衛

門
尉
」（
神
宮
文
庫
蔵
『
古
文
書
』）
ま
で
の
三
六
年
間
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
も
本
拠
屋
敷
地
を
坂
之
世
古
か
ら
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）

以
降
に
横
橋
へ
と
移
し
た
こ
と
を
言
及
し
、
ま
た
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
に
多
米
田
に
も

屋
敷
地
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
、
さ
ら
に
永
禄
五
年
に
慶
徳
平
衛
門
尉
家
経
か
ら
大
主
屋
が
横

橋
の
屋
敷
（
元
々
は
伊
賀
屋
か
ら
慶
徳
家
経
へ
と
譲
渡
さ
れ
た
屋
敷
）
を
買
得
し
た
こ
と
を
示

す
屋
敷
売
券
（『
古
文
書
』）
を
重
視
す
る
【
伊
藤
二
〇
〇
七
】。

し
か
し
、
大
主
家
が
横
橋
に
居
住
地
を
有
し
て
い
る
の
は
、
伊
藤
氏
の
指
摘
を
若
干
遡
る
大

永
七
年
に
は
少
な
く
と
も
存
在
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
大
永
四

年
ま
で
は
坂
之
世
古
に
も
屋
敷
は
存
在
し
て
い
る
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
大
主
家
は
少
な
く
と
も
大
永
四
年
か
ら
同
七
年
ま
で
の
間
に
本
拠
地

を
坂
之
世
古
か
ら
横
橋
へ
と
移
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
永
禄
五
年
時
の
横
橋
の
屋
敷
買
得

に
つ
い
て
は
本
拠
移
転
を
裏
付
け
る
象
徴
的
事
例
と
再
度
位
置
づ
け
で
き
る
。
中
世
の
八
日
市

場
町
内
で
は
、
一
ヶ
月
に
三
回
、
八
の
つ
く
日
（
八
・
十
八
・
二
十
八
）
に
定
期
的
に
三
斎
市

で
あ
る
八
日
市
が
開
か
れ
て
い
る
が
【
千
枝
二
〇
一
一
】、
坂
之
世
古
よ
り
も
横
橋
の
ほ
う
が

市
庭
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
恐
ら
く
、
大
主
家
が
本
拠
地
を
移
転
し
た
契
機
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
八
日
市
庭
へ
の
積
極
的
な
参
入
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
十
六
世
紀
初
頭
か
ら

同
家
が
商
業
座
を
複
数
獲
得
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
徴
証
と
い
え
よ
う
。

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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と
も
か
く
以
上
か
ら
、
大
主
一
族
が
十
七
世
紀
以
降
に
続
く
本
拠
地
の
獲
得
を
開
始
し
た
の

は
大
永
年
間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
横
橋
を
名
乗
る
初
見
事
例
と
な
る
「
大
主
家
文

書
目
録
」
№
１

－

５
（
こ
れ
以
降
、
単
に
数
字
の
み
で
略
記
。
な
お
書
誌
情
報
は
後
述
し
、
目

録
自
体
は
本
号
に
掲
載
）
の
中
世
文
書
が
「
大
主
家
文
書
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
貴

重
な
こ
と
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
１

－

５
は
米
屋
太
郎
左
衛
門
弘
延
な
る
者
か
ら

横
橋
に
住
む
大
主
又
六
が
二
百
貫
文
で
屋
敷
を
購
入
し
た
こ
と
を
示
す
売
券
の
案
文
で
あ
る
。

こ
の
屋
敷
の
在
所
は
不
明
な
も
の
の
、
恐
ら
く
は
八
日
市
場
町
内
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
購

入
価
格
と
し
て
は
破
格
で
あ
る
た
め
、
移
転
先
で
あ
る
横
橋
で
の
拠
点
の
一
つ
に
な
り
得
る
屋

敷
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

ま
た
、
売
主
は
米
屋
な
る
商
業
屋
号
を
持
ち
、
実
名
は
弘
延
で
あ
っ
た
が
、
１

－

６
で
は
三

河
国
の
檀
那
を
売
却
す
る
下
馬
所
大
た
け
彦
七
郎
弘
延
な
る
同
名
の
伊
勢
御
師
が
確
認
で
き
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
人
物
の
実
像
を
考
え
る
上
で
も
、
次
に
主
と
し
て
、
１

－

６
と
い
っ
た
大
主

家
の
檀
那
に
関
係
す
る
い
わ
ゆ
る
中
世
伊
勢
御
師
道
者
売
券
（
こ
れ
以
降
、
道
者
売
券
と
略
記
）

な
ど
を
用
い
て
【
伊
勢
市
二
〇
一
一
】、
中
世
段
階
で
の
大
主
一
族
の
檀
那
は
ど
こ
に
存
在
し

て
い
た
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
弘
延
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
１

－

５
で
は
大
永
七
年

時
点
で
米
屋
太
郎
左
衛
門
、
１

－

６
で
は
享
禄
二
年
時
点
で
下
馬
所
大
た
け
彦
七
郎
、
と
い
う

名
乗
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
文
書
群
に
含
ま
れ
る
こ
と
や
、
同
じ
宛
先
（
横
橋
の
大
主
屋

又
六
）
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
弘
延
と
同
名
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
米
屋
太
郎
左
衛

門
と
下
馬
所
大
た
け
彦
七
郎
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弘
延
の
具

体
像
と
し
て
は
、
中
世
末
期
に
は
市
場
（
五
日
市
）
や
魚
座
（
中
座
）
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
な

山
田
の
商
業
中
心
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
下
馬
所
【
千
枝
二
〇
一
一
】
を
本
拠
と
し
て
米
屋
を
経

営
し
、
さ
ら
に
は
伊
勢
御
師
と
し
て
も
活
躍
す
る
「
大
た
け
」
姓
を
冠
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と

復
元
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
大
主
又
六
は
、
い
わ
ば
山
田
の
有
力
米
商
で
あ
る
大
た
け
家
か
ら

八
日
市
場
（
横
橋
）
の
屋
敷
と
三
河
国
の
檀
那
を
買
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
具
体

的
に
ど
こ
を
購
入
し
た
か
と
い
え
ば
、
三
州
郡
吉
良
庄
、
現
在
の
愛
知
県
幡
豆
郡
吉
良
町
を
中

心
と
す
る
西
尾
市
を
含
む
地
域
の
檀
那
で
あ
っ
た
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
中
世
段
階
で
大
主
家

の
三
河
の
檀
那
を
示
す
史
料
は
、
道
者
売
券
で
は
１

－

６
し
か
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
以
外
で

は
三
河
国
吉
良
三
里
の
檀
那
を
抵
当
と
し
た
享
禄
六
年
（
一
五
三
三
）
の
質
入
証
文
（
１

－

７
）

や
、
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
の
三
河
国
八
名
郡
神
谷
御
厨
上
分
米
売
券
（
１

－

８
）
と
い
っ

た
文
書
も
「
大
主
家
文
書
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
三
河
国
は
中
世
段
階
で
の
大
主
家
の
重
要
な
檀
那
場
の
一
つ
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

他
に
も
、「
大
主
文
書
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
道
者
売
券
か
ら
は
、
近
江
・
山
城
・
伊
勢
・

大
和
・
河
内
の
計
五
箇
国
に
檀
那
が
中
世
段
階
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
表
③
参
照
）

さ
ら
に
道
者
売
券
の
み
な
ら
ず
、「
大
主
家
文
書
」
所
収
の
御
供
米
田
の
年
貢
に
関
す
る
史

料
（
１

－

９
〜
11
）
か
ら
、
中
世
段
階
で
大
主
家
は
美
濃
国
に
も
檀
那
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
こ
れ
も
同
家
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
主
家
の
中
世
段
階
の
檀
那
構
造
を
国
単
位
で
み
て
み
る
と
、
三
河
・
近
江
・

山
城
・
伊
勢
・
大
和
・
河
内
・
美
濃
の
計
七
箇
国
に
も
及
ん
で
い
る
た
め
、
同
家
は
少
な
く
と

も
十
五
世
紀
後
半
時
点
で
伊
勢
御
師
業
を
営
み
、
伊
勢
国
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
檀
那
場
を

展
開
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ

近
世
段
階
で
の
大
主
家
の
居
住
地
と
檀
那
構
造
を
め
ぐ
っ
て

こ
こ
で
は
Ⅰ
で
判
明
し
た
中
世
末
期
の
状
況
を
加
味
し
つ
つ
、
近
世
の
存
在
形
態
を
若
干
検

討
し
て
お
き
た
い
が
、
ま
ず
は
居
住
地
等
の
問
題
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
寛
永
二
十
年

（
一
六
四
三
）、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
初
期
時
点
の
宗
門
改
関
係
史
料
上
で
二
名
が
み
え
る
こ
と

は
当
該
期
に
は
大
主
姓
を
名
乗
る
主
要
な
一
族
は
二
名
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
徴

証
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、『
廿
三
番

山
田
町
之
絵
図
』（
個
人
蔵
）
と
い
っ
た
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
頃
の

伊
勢
山
田
の
景
観
を
示
す
絵
図
に
は
、
い
わ
ゆ
る
寛
文
摂
末
社
再
興
時
の
貢
献
者
と
目
さ
れ
る

皇
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館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
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（
平
成
二
十
七
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大
宮
司
以
下
の
有
力
者
の
居
住
地
が
記
さ
れ
て
い
る
が
（
表
②
参
照
）、
そ
の
う
ち
、
八
日
市

場
町
横
橋
に
は
「
大
主
宗
左
衛
門
」
と
大
主
家
の
人
物
が
み
え
る
。
表
①
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ

う
に
十
七
世
紀
後
半
時
点
で
は
伊
勢
御
師
と
し
て
の
大
主
家
は
三
家
確
認
で
き
る
が
、『
廿
三

番

山
田
町
之
絵
図
』等
の
十
七
世
紀
後
半
の
絵
図
に
お
い
て
は
大
主
家
と
し
て
は
横
橋
の「
大

主
宗
左
衛
門
」
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
恐
ら
く
、「
大
主
宗
左
衛
門
」
が
大
主
家
本
家

に
該
当
す
る
。
ま
た
、
大
主
家
自
体
、
十
七
世
紀
後
半
に
は
「
三
方
脇
」
な
る
近
世
山
田
に
お

け
る
特
権
的
家
格
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
三
方
家
」
に
準
じ
る
よ
う
な
特
権
的
な
地
位
を
有
し
て

い
た
が
、
そ
れ
は
元
和
年
間
ま
で
は
遡
及
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
【
伊
勢
市
二
〇
一
三
】。

た
だ
、
表
①
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
ま
で
は
大
主
姓
を
有
す
る

伊
勢
御
師
は
二
家
し
か
存
在
し
て
い
な
い
も
の
の
、
続
く
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
は
三

家
に
増
加
し
て
い
る
。
同
表
か
ら
は
、い
わ
ば
大
主
三
家
体
制
は
、概
ね
安
永
六
年（
一
七
七
七
）

ま
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
後
、
同
九
年
か
ら
は
以
前
の
二
家
体
制
に

戻
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
安
永
五
年
の
『
山
田
師
職
銘
帳
』（
神
宮
文
庫
蔵
）
に
あ
る

大
主
源
左
衛
門
の
記
述
に
は
「
此
源
左
衛
門
絶
家
ニ
付
師
職
株
親
類
同
町
慶
徳
三
郎
大
夫
預
リ

支
配
い
た
し
候
旨
安
永
六
年
丁
酉
年
七
月
町
よ
り
申
出
ル
」
と
、
大
主
源
左
衛
門
家
が
絶
家
し

た
こ
と
が
追
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
や
は
り
、
安
永
六
年
を
契
機
に
大
主
家
の
一
族
構
造
は
変

化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
大
主
三
家
体
制
の
最
終
年
次
と
い
う
べ
き
安
永
六
年
の
実
像
を
み
る
と
、
こ
の
時
点

で
、
大
主
姓
の
御
師
は
八
日
市
場
町
の
年
寄
家
と
し
て
、
御
祓
銘
を
三
銘
（
横
橋
幸
福
大
夫
・

大
主
徳
夫
大
夫
・
大
主
大
夫
）
持
つ
大
主
織
部
家
と
、
二
銘
（
大
主
大
夫
・
大
主
長
左
衛
門
）

の
大
主
美
濃
家
、
さ
ら
に
一
銘
（
大
主
源
左
衛
門
）
の
大
主
源
左
衛
門
家
の
三
家
が
確
認
で
き

る
（
神
宮
文
庫
蔵
『
外
宮
師
職
諸
国
旦
方
家
数
改
覚
』）。
次
に
、
同
年
時
点
で
の
大
主
一
族
の

檀
那
構
造
等
を
窺
う
と
、
ま
ず
、
大
主
織
部
家
は
、
計
一
万
九
千
五
百
十
二
軒
の
檀
那
を
持
ち
、

そ
の
主
要
檀
那
場
の
内
訳
と
し
て
、
甲
斐
国
が
一
万
五
百
軒
、
紀
伊
国
が
五
千
二
百
軒
、
越
前

国
が
千
百
五
十
軒
と
み
え
る
か
ら
、そ
れ
以
外
の
国
に
は
二
千
六
百
六
十
二
軒
の
檀
那
を
有
し
、

さ
ら
に
他
に
も
大
名
家
四
家
（
堀
大
和
守
・
内
藤
外
記
・
内
藤
十
治
郎
・
内
藤
新
五
郎
）
と
師

檀
関
係
が
あ
る
。
ま
た
、
大
主
美
濃
家
は
、
計
八
千
二
百
五
十
一
軒
の
檀
那
を
持
ち
、
そ
の
主

要
檀
那
場
の
内
訳
と
し
て
は
、
四
千
二
百
軒
の
近
江
国
、
千
八
百
八
軒
の
美
濃
国
、
千
五
百
軒

の
三
河
国
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
国
に
は
七
百
四
十
三
軒
の
檀
那
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
大

主
源
左
衛
門
家
は
、
主
要
檀
那
場
と
し
て
は
美
濃
国
に
千
六
百
八
軒
、
伊
賀
国
に
七
百
九
十
六

軒
、
を
有
し
て
い
る
た
め
合
計
で
二
千
四
百
四
軒
の
檀
那
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
記
載
上
で

は
二
千
三
百
六
十
二
軒
と
な
っ
て
い
る
。

大
主
三
家
の
檀
那
数
か
ら
特
徴
を
み
る
と
、
総
檀
那
数
は
、
最
大
が
織
部
家
、
最
小
が
源
左

衛
門
家
と
な
る
が
、先
述
し
た
よ
う
に
源
左
衛
門
家
は
こ
の
安
永
六
年
に
絶
家
し
て
い
る
た
め
、

檀
那
数
か
ら
も
没
落
状
況
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
織
部
家
の
檀
那
に
は
大
名
家
、
す
な
わ
ち

特
別
待
遇
の
檀
那
も
含
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
同
年
時
点
で
は
大
主
三
家
の
う
ち
で
は
大
主

織
部
家
が
最
も
有
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
大
主
三
家
の
主
要
檀
那
場
を
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
、
織
部
家
が
甲
斐
国
、
美
濃

家
が
近
江
国
、
源
左
衛
門
家
が
美
濃
国
で
あ
り
、
最
も
少
な
い
の
は
、
織
部
家
が
越
前
国
、
美

濃
家
が
三
河
国
、
源
左
衛
門
家
は
伊
賀
国
、
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
安
永
六
年
時
点
で
の
主
要
檀
那
場
は
、
美
濃
家
の
近
江
・
三
河
両
国
、
美
濃
・
源
左

衛
門
両
家
の
美
濃
国
、
と
い
っ
た
計
三
箇
国
に
つ
い
て
は
、
中
世
末
期
ま
で
の
檀
那
場
と
一
致

し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
近
江
・
三
河
・
美
濃
の
各
国
に
つ
い
て
は
、
中
世
末
期
か

ら
近
世
中
期
ま
で
は
檀
那
場
と
し
て
大
主
一
族
（
と
り
わ
け
美
濃
・
源
左
衛
門
両
家
）
が
所
有

し
て
い
た
と
い
え
、「
大
主
家
文
書
」
に
も
十
九
世
紀
代
を
中
心
に
近
江
国
の
檀
那
関
係
史
料

（
10
〜
11
・
14
〜
20
・
23
・
31
）
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
加
え
、
大
主
織
部
家
の
所
持
す
る
檀
那
場
で
も
、
越
前
国
に
つ
い
て
は
、
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）
十
一
月
六
日
付
で
大
主
又
左
衛
門
尉
宗
勝
な
る
大
主
一
族
の
人
物
が
作
成
し
た

越
前
国
一
乗
谷
の
山
崎
氏
（
朝
倉
氏
旧
臣
）
を
め
ぐ
る
檀
那
争
論
に
関
す
る
書
状
（
神
宮
文
庫

蔵
『
退
蔵
文
庫
旧
蔵
古
文
書
』）
に
は
「
越
前
之
国
一
乗
之
山
崎
殿
御
師
職
之
儀
貴
殿
と
我
等

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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出
入
雖
有
之
福
嶋
出
雲
守
殿
谷
左
馬
助
殿
三
頭
源
兵
衛
殿
御
あ
つ
か
ひ
を
以
山
崎
殿
御
師
職
ハ

其
方
へ
相
渡
し
申
候
然
上
者
一
類
共
ニ
末
代
ニ
至
り
我
等
申
分
無
御
座
候
仍
為
後
日
如
此
候
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
初
頭
に
は
檀
那
場
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
大
主
文
書
」
に
含
ま
れ
る
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
五
月
七
日

付
で
伊
藤
八
郎
右
衛
門
他
大
主
大
夫
家
来
計
五
名
が
大
主
長
左
衛
門
宛
に
作
成
し
た
大
主
両
家

の
合
宿
引
分
け
に
関
す
る
一
札
（
２

－

14
）
に
も
「
長
左
衛
門
殿
古
来
よ
り
持
分
之
越
前
御
旦

所
茂
去
年
売
払
両
家
入
用
ニ
仕
候
へ
ハ
合
宿
以
後
出
来
申
候
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
享
保
十
一

年
頃
ま
で
は
大
主
一
族
で
あ
る
大
主
長
左
衛
門
な
る
人
物
が
越
前
国
を
檀
那
場
と
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
主
家
に
と
っ
て
越
前
国
も
十
七
世
紀
初
頭
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に

か
け
て
重
視
さ
れ
て
い
た
檀
那
場
で
あ
っ
た
。

一
方
、
安
永
六
年
時
点
で
み
ら
れ
る
甲
斐
・
紀
伊
・
伊
賀
の
三
箇
国
は
そ
れ
以
前
に
も
大
主

家
の
檀
那
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
現
状
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
但
し
、甲
斐
国
に
つ
い
て
は
、

大
主
一
族
が
有
す
る
御
祓
銘
に
は
甲
斐
武
田
氏
を
檀
那
に
す
る
な
ど
同
国
を
主
た
る
檀
那
場
と

し
た
伊
勢
御
師
幸
福
大
夫
【
伊
勢
市
二
〇
一
一
】
を
冠
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
た
め
（
表
①
参

照
）、
あ
る
い
は
幸
福
家
か
ら
の
譲
渡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
詳
細
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

Ⅲ

祈
祷
業
以
外
の
大
主
家
の
主
な
経
済
活
動

こ
こ
で
は
大
主
家
の
檀
那
把
握
、
す
な
わ
ち
本
業
で
あ
る
祈
祷
業
以
外
の
経
済
活
動
の
主
要

な
も
の
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
中
世
段
階
で
の
様
相
を
扱
う
。
大
主
家
は
中
世
後
期
以
降
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）

に
米
座
（『
古
文
書

神
領
ニ
関
ス
ル
文
書
』）、
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
に
粷
座
（『
古
文
書

神
領
ニ
関
ス
ル
文
書
』）、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
紙
座
（『
古
文
書

神
領
ニ
関
ス
ル

文
書
』）
と
い
っ
た
様
々
な
商
業
座
を
外
宮
前
山
田
の
自
治
組
織
山
田
三
方
に
座
役
銭
を
支
払

う
こ
と
で
三
方
か
ら
加
入
認
証
を
受
け
て
い
る
【
千
枝
二
〇
一
一
】。
残
念
な
が
ら
、
関
連
史

料
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
た
め
、こ
れ
ら
の
商
業
座
の
具
体
像
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、

恐
ら
く
拠
点
と
し
て
い
た
八
日
市
場
で
の
商
業
取
引
面
に
お
い
て
、
大
主
家
が
こ
れ
ら
の
座
の

権
利
を
持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
、
非
常
に
経
済
的
に
有
利
に
働
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
た
け
弘
延
か
ら
屋
敷
を
購
入
で
き
た
の

は
米
座
、
す
な
わ
ち
米
取
引
で
生
じ
た
機
縁
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
紙
座
の
獲
得
は
、
檀
那

場
と
し
て
の
美
濃
国
（
１

－

９
〜
11
）
と
美
濃
紙
と
の
関
係
性
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
か

も
し
れ
な
い
【
千
枝
二
〇
一
一
】。

さ
ら
に
、
米
座
加
入
の
際
に
は
「
八
日
市
大
塗
師
屋
宗
左
□

（
衛
ヵ
）門

殿
」
と
山
田
三
方
に
認
証

さ
れ
、
こ
の
「
大
塗
師
屋
」
の
呼
称
屋
号
か
ら
本
来
の
生
業
が
塗
師
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
髣
髴

で
き
る
。
伊
藤
氏
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
元
は
塗
師
、つ
ま
り
漆
器
生
産
に
携
わ
っ
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
分
家
（
の
れ
ん
分
け
）
な
ど
を
経
る
中
で
増
加
し
、「
大
」
を
付
け
る
こ
と
で
他
と

の
区
別
を
図
っ
た
」
と
言
及
・
評
価
し
て
い
る
【
伊
藤
二
〇
〇
七
】。

加
え
て
、
大
主
家
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
に
は
大
主
屋
宗
左
衛
門
宗
能
が
京
三
条
伊

勢
屋
五
郎
左
衛
門
宛
に
発
行
し
た
黄
金
（
百
一
文
目
二
分
五
厘
）
の
為
替
も
現
存
し
て
い
る
こ

と
か
ら
伊
勢
参
宮
用
の
為
替
発
行
に
も
関
与
し
て
い
る
が
（『
古
文
書

神
領
ニ
関
ス
ル
文

書
』）、
大
永
元
年
時
点
で
山
城
国
の
檀
那
（「
西
七
条
朱
釈
迦
小
路
、
其
外
京
内
よ
り
我
々
方

へ
御
付
候
分
を
一
円
」〔『
輯
古
帖
』〕）
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
為
替
発
行
等
の
信
用
取
引
面
で

重
視
で
き
よ
う
（
表
③
参
照
）。

次
に
近
世
段
階
で
の
様
相
に
も
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。
大
主
家
は
、
全
国
的
に
も
著
名

な
地
域
紙
幣
で
あ
る
山
田
羽
書
【
松
阪
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
二
〇
一
五
】
の
発
行
に
も
関
与

し
て
お
り
、
例
え
ば
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
段
階
で
の
八
日
市
組
（
組
頭
は
山
村
丸
右
衛

門
）
の
羽
書
株
仲
間
と
し
て
大
主
半
三
郎
の
名
が
み
え
（
個
人
蔵
「
永
田
家
文
書
」）、
こ
の
発

行
主
名
は
十
九
世
紀
に
至
っ
て
も
同
組
（
但
し
組
頭
は
坂
市
左
衛
門
に
変
化
）
で
確
認
で
き
る
。

ち
な
み
に
、
大
主
半
三
郎
自
体
が
発
行
主
名
と
な
っ
た
山
田
羽
書
の
現
物
（
個
人
蔵
）
の
券
面

表
側
下
部
（
異
儀
判
）
を
み
る
と
、「
大
奴
志
半
三
郎
」
の
表
記
と
な
っ
て
い
る
（
但
し
裏
側
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下
部
の
組
判
で
は
大
主
半
三
郎
銘
で
あ
る
）。

と
も
あ
れ
、
大
主
家
が
中
世
末
期
か
ら
多
角
的
な
経
済
活
動
を
展
開
し
た
有
力
な
伊
勢
御
師

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

三

ま
と
め
に
か
え
て

｢大
主
家
文
書
」
を
理
解
す
る
上
で
の
参
考
と
し
て
の
基
礎
的
考
察
は
以
上
で
あ
る
が
、
次

に
同
文
書
自
体
の
書
誌
的
な
情
報
に
若
干
触
れ
る
こ
と
で
、
本
稿
の
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

｢大
主
家
文
書
」
は
史
料
編
纂
所
が
作
成
し
た
「
大
主
家
文
書
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
種
別
と

し
て
は
百
種
類
の
史
料
（
親
番
号
は
１
か
ら
５
４
ま
で
）
か
ら
な
る
史
料
群
で
あ
る
た
め
、
史

料
点
数
と
し
て
は
百
点
を
超
え
る
。
年
号
が
記
さ
れ
た
史
料
の
な
か
で
、
最
も
古
い
年
号
は
大

永
七
年
（
一
五
二
七
）、
最
新
の
年
号
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
で
あ
る
か
ら
中
世
末
期

か
ら
近
代
ま
で
の
史
料
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
時
代
的
に
最
も
多
い
史
料
は
近
世
後
期
の

も
の
で
あ
り
、
中
世
文
書
は
八
点
に
留
ま
る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
群
は
、
い
わ
ゆ
る
一
紙
も
の

が
大
半
で
あ
り
、
冊
子
も
の
は
二
十
八
点
と
非
常
に
少
な
い
。

内
容
と
し
て
は
、
中
世
や
近
世
の
檀
那
関
係
の
主
た
る
史
料
は
既
に
本
稿
の
随
所
で
使
用
・

紹
介
し
て
い
る
が
、
他
に
も
主
だ
っ
た
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
宮
掌
大
内
人
職
な
ど
の
神
職
補
任

関
係
（
５

－

０
〜
６
・
６

－

１
〜
２
・
６

－

６
）、
大
主
家
の
年
中
行
事
（
12
・
13
）、
山
田
羽

書
株
仲
間
関
係
（
８

－

１
〜
４
）、
な
ど
と
い
っ
た
古
文
書
が
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
一
部
使
用
し
、
中
世
末
期
か
ら
の
大
主
家
の
存
在
形
態
を
探
っ

た
だ
け
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
同
家
を
事
例
に
伊
勢
御
師
の
中
近
世
移
行
期
の
実
像

の
一
端
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
今
後
の
さ
ら
な
る
「
大
主
家
文
書
」
を
用
い
た
伊
勢

御
師
研
究
の
登
場
を
期
待
し
つ
つ
擱
筆
し
た
い
。

【
主
要
参
考
文
献
】

『伊
勢
市
史

第
二
巻

中
世
編
』（
伊
勢
市

二
〇
一
一
年
）

『伊
勢
市
史

第
三
巻

近
世
編
』（
伊
勢
市

二
〇
一
三
年
）

伊
藤
裕
偉
『
中
世
の
伊
勢
湾
岸
に
形
成
さ
れ
た
湊
津
お
よ
び
地
域
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』（
新

潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
分
化
研
究
科
〔
博
士
論
文
〕
二
〇
〇
七
年
）

千
枝
大
志
『
中
近
世
伊
勢
神
宮
地
域
の
貨
幣
と
商
業
組
織
』（
岩
田
書
院

二
〇
一
一
年
）

西
山
克
『
道
者
と
地
下
人
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
八
七
年
）

『続
・
藩
札
と
羽
書
―
Ｍ
Ｉ
Ｅ
の
エ
コ
マ
ネ
ー
』（
松
阪
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館

二
〇
一
五
年
）

『三
重
県
史
資
料
編
中
世
２
』（
三
重
県

二
〇
〇
六
年
）

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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年次 西暦 大主家表記

御 祓 名

備 考
大
主
大
夫

横
橋
大
夫

幸
福
大
夫

大
主
幸
福
大
夫

大
主
徳
屋
大
夫

慶
徳
八
郎
大
夫

大
主
長
左
衛
門

大
主
源
左
衛
門

三
村
梶
助
大
夫

橋
村
帯
刀
大
夫

高
向
二
頭
大
夫

椿
叟
大
夫

中
西
平
大
夫

堤
大
夫

龍
松
大
夫

松
本
大
夫

丸
林
大
夫

白
米
織
部
大
夫

松
本
館
八
郎
大
夫

郡
内
幸
福
大
夫

村
田
大
夫

老
沼
大
夫

松
木
兵
部

横
橋
幸
福
大
夫

文禄３ 1594 大主新左衛門 上中之郷町に居住
大主源左衛門

延宝５ 1677 大主織部
大主又左衛門 〇

貞享１ 1684
大主源左衛門
大主織部
大主源六

正徳１ 1711
大主長左衛門
大主源左衛門
大主織部

正徳５ 1715
大主乙次郎 〇 〇 〇
大主源左衛門 〇
大主長左衛門 〇

享保９ 1724
大主大夫 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇
大主源大夫 〇

享保12 1727
大主源大夫
大主長左衛門 〇
大主大夫 〇 〇 〇

元文３ 1738 大主長左衛門
大主源大夫

寛保３ 1743
大主源左衛門 〇
大主織部 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇

宝暦
１～７ 1751～57

大主源左衛門 〇
大主織部 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇

宝暦８ 1758
大主織部 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇
大主源左衛門 〇

宝暦12 1762
大主亘 〇
大主織部 〇 〇 〇
大主源左衛門 〇

明和３ 1766
大主亘 〇
大主織部 〇 〇 〇

大主源左衛門 〇

明和９ 1772
大主匠作 〇 〇 〇 〇
大主源左衛門 〇
大主美濃 〇

安永５ 1776
大主織部 〇 〇 〇 〇
大主美濃 〇 〇
大主源左衛門 〇

安永６ 1777
大主織部 〇 〇 〇
大主美濃 〇 〇
大主源左衛門 (〇) 源左衛門家絶家

安永９ 1780 大主織部 〇 〇 〇 〇
大主美濃 〇 〇

天明４ 1784 大主弥作 〇 〇 〇 〇
大主美濃 〇 〇

天明８ 1788 大主弥作 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇 〇 〇

寛政４ 1791 大主弥作 〇 〇 〇
大主慶太郎 〇 〇

寛政８ 1796 大主織部 〇 〇 〇 〇
大主民部 〇 〇 〇

寛政12 1800 大主織部 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文化１ 1804 大主織部 〇 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文化５ 1808 大主時治郎 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文化９ 1812 大主時次郎 〇 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文化13 1816 大主時治郎 〇 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文政３ 1820 大主時治郎 〇 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文政７ 1824 大主時治郎 〇 〇 〇 〇
大主長左衛門 〇 〇

文政11 1828
大主長左衛門 〇 〇

大主時次郎(小八郎) 〇 〇 〇 〇 身の上不如意により家格降
格願提出し以降は平師職

天保３ 1832
大主長左衛門 〇 〇
大主小八郎(織部) 〇 〇 〇 〇 〇 織部と改名。元年寄上席。

橋村宰記家来

天保７ 1836 大主長左衛門 〇 〇
大主織部 〇 〇 〇 〇 〇 〇

天保11 1840 大主長左衛門 〇 〇
大主織部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

天保15 1844 大主長左衛門(長門) 〇 〇 大主長門と改名
大主熊五郎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

嘉永１ 1848 大主熊五郎(織部) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大主長門 〇 〇

嘉永５ 1852 大主織部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大主長門 〇 〇

安政３ 1856 大主織部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大主長門 〇 〇

万延１ 1860 大主織部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大主長門 〇 〇

元治１ 1864 大主織部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大主長門 〇 〇

表① 外宮御師大主一族の史的変遷表

※『山田師職銘帳』・『外宮師職諸国旦方家数改覚』（共に神宮文庫蔵）より作成
※御祓銘欄の○印は原則的に御祓銘の保有を示しているが、一部譲渡済・売却済等の状況を示す箇所も含んでいる。
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『寛永中山田郷内惣図』 『廿三番 山田町之絵図』 『山田惣絵図』
中嶋町 北出雲 中嶋町 北出雲 中嶋の町 北出雲
辻 白米彦大夫 辻 白米彦大夫 辻 白米彦大夫
二俣ノ町 来田監物 二俣ノ町 来田監物 二俣の町 来田監物
宇良口ノ町 来田新左ヱ門 宇良口ノ町 来田新左ヱ門 宇良口の町 来田新左衛門
上中之郷町 橋村善左ヱ門 上中之郷町 橋村善左ヱ門 上中之郷 橋村善左衛門
川崎世古 橋村才右ヱ門 川崎世古 橋村才右ヱ門 川崎世古 橋村才右衛門
上中之郷町 榎倉若狭 上中之郷町 榎倉若狭 上中之郷 榎倉若狭
西世古 中西平左ヱ門 西世古 中西平左ヱ門 西世古 中西平左衛門
下中之郷町 堤左衛門佐 下中之郷町 堤左衛門 下中之郷 堤左衛門佐
下中之郷町 綿屋内記 下中之郷町 綿屋内記 下中之郷 綿屋内記
坂之世古 幸福佐治右ヱ門 坂之世古 幸福佐治右ヱ門 坂ノ世古 幸福佐次右衛門
坂之世古 福嶋伊豆 坂之世古 福嶋伊豆 坂ノ世古 福嶋伊豆
よこ橋 坂次郎右ヱ門 よこ橋 坂次郎右ヱ門 よこはし 坂次郎左衛門
よこ橋 大主宗左ヱ門 よこ橋 大主宗左ヱ門 よこはし 大主宗左衛門
八日市 幸福内匠 八日市 幸福内匠 八日市 幸福内匠
八日市 福嶋勘左ヱ門 八日市 福嶋勘左ヱ門 八日市 福嶋勘左衛門
まへノむら 村山民部 まへノむら 村山民部
曽祢町 谷彦六右ヱ門 曽祢町 谷彦六右ヱ門 曽祢の町 谷彦六右衛門
曽祢町 二見勘三良 曽祢町 二見勘三良 曽祢の町 二見勘三良
大世古 龍石見 大世古 龍石見 大世古町 龍石見
大世古 高向源三郎 大世古 高向源三郎 大世古町 高向源三良
大世古 二見左近 大世古 二見左近
上一志ノ町 福井三良兵ヱ 上一志ノ町 福井三良兵ヱ 一志の町 福井三郎兵衛
久保 福井与左ヱ門 久保 福井与左ヱ門 久保 福井与左衛門
宮後町 足代玄蕃 宮後町 足代玄蕃 宮後の町 足代玄蕃
西河原町 足代民部 西河原町 足代民部 西河原ノ町 足代民部

前長官 前長官 前長官
おし世古 上部左近 おし世古 上部左近 おし世古 上部左近
おし世古 豊田宗左ヱ門 おし世古 豊田宗左ヱ門
四津屋 堤刑部 四津屋 堤刑部 宮後町四ツ谷 堤刑部
四津屋 久志本内蔵允 四津屋 久志本内蔵允 宮後西河原町 久志本内蔵助
四津屋 四津屋 宮後西河原町 久志本縫殿助
四津屋 久志本式部 四津屋 久志本式部
田中町 作所 田中町 作所
田中町 松木五神主 田中町 松木五神主
田中町 長官 田中町 長官 田中町 長官
田中町 春木主水 田中町 春木主水 田中町 春木主水
（かた町） 松木二神主 （かた町） 松木二神主 かた町 松木二神主
下馬所ノ町 山田大路美作 下馬所ノ町 山田大路美作 下馬所町 山田大路美作
岩渕町 益右衛門 岩渕町 益右衛門 岩渕 益右衛門
岩渕町 久志本左近 岩渕町 久志本左門 岩渕 久志本左近
岩渕町 久保倉右近 岩渕町 久保倉右近 岩渕 久保倉右近
岩渕町 久保倉助之丞 岩渕町 久保倉助之丞 岩渕 久保倉助之丞
岩渕町 三日市帯刀 岩渕町 三日市帯刀 岩渕 三日市帯刀
岩渕町 三日市兵部 岩渕町 三日市兵部 岩渕 三日市兵部
道場世古 久保倉修理 道場世古 久保倉修理 道場ノ世古 久保倉修理
岡本ノ町 上部図書 岡本ノ町 上部図書 岡本の町 上部図書
（松木） 宮司 （松木） 宮司 松木 宮司
※従来、『寛永中山田郷内惣図』は寛永年間の内容とされてきたが、内容を再検討すると寛文年間の誤り
『廿三番 山田町之絵図』は個人所蔵で他は神宮文庫所蔵

表② 寛文２年（1662）の山田町絵図にみえる山田の有力者
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№ 年・月・日 西暦 作 成 推定住所 宛 先 推定住所 取引 檀所(国) 檀所等の詳細 出 典

1 明応７・３・26 1498 さかのせこそうさへもん宗次
八日市場
(坂之世古)

曽祢世古馬瀬
与二郎 曽祢 売却 近江

かわらはた内〔さめと申里三郷我
等知行分一円（川より上村・川よ
り下村・一たに・二たに・後たに・
源さい二郎殿・けん七殿・弥五郎
殿・しやくわん平ない殿・平二郎
殿・助二郎殿・助三郎殿・しやう仏・
彦二郎殿）〕

輯古帖

2 永正８・10・６ 1511 けはしよ若松 下馬所 大ぬしや宗さ
衛門 八日市場 購入 近江

つち田の里かうともに一円〔つち
田殿一家一円・太郎さ衛門殿・ま
ん五郎殿・まこ三郎殿（宿也）・中
道殿・九郎ひやう衛門殿・二郎さ
衛門・八郎ひやうふ殿・中ひかし
殿・与二郎殿・□□ゑもん殿・と
う太殿・三郎さ衛殿・とうしんの
坊・ふるてら たいりやくしるし
申候 いゑかす百五十計あり〕

道者沽券
古文書集

3 永正16・２・７ 1519 宮後せい三郎・同善三郎 宮後 坂セ古大ぬし
や宗左衛門

八日市場
(坂之世古) 購入 近江

中郡、山の前十二里〔此内四里者
北郡〕、〔北之しやう里一円・しち
りの里一円・ひよしの里一円・い
しはの寺同かいけともに一円・い
ての里一円・くわんおん寺ふ本い
し寺一円・ゆつかほうおくそう一
人・ぬなミの里一円〔これ北郡〕・
北しやうの里一円〔北郡〕・おかの
里一円〔北郡〕・せりの里ニあひ殿
一門一円〔これは田一段御寄進あ
り〕

輯古帖

4 永正18・11・吉 1521 かうふく三郎兵衛光ひて 八日市場 大ぬしや 八日市場 購入 近江 たか之あたりつきの木同いつも殿
此一家一門

大神宮故
事類纂

5 大永１・12・吉 1521 みやしり孫五郎 宮後 さかのせこ大
ぬし屋

八日市場
(坂之世古) 購入 山城 西七条朱釈迦小路、其外京内より

我々方へ御付候分を一円 輯古帖

6 大永３・９・吉 1523 三日市庭大夫二郎秀長 岩淵 坂の世古大ぬ
し屋宗左衛門

八日市場
(坂之世古) 購入 近江

我等の道者一円〔道者之ある時ハ
きたのこほりさとハくす候 一
たか見ハいちゑ殿同御内□た孫四
郎殿御一家衆一円 一 見のうら
にてふる殿同御内かとりまこ五郎
殿御一家衆一円 一 はやミのさ
とニてハわた久殿同御内はやみ殿
御一家衆一円 一たか村殿一家衆
一円其外さとの数之事 一 あい
たにさと家一円 一 やまたのさ
と一円 一 たかの一円 一 く
□□一円此外あふみ之国より我等
方へ御尋の方一円うり渡申候〕

大神宮故
事類纂

7 大永４・１・吉 1524 下たち八郎蔵郎弘次 館(下館） 坂世古宗左衛門尉
八日市場
(坂之世古) 購入 山城

西之岡久我之里一円、御宿も一円
〔「こかにて一人もよの方の御たう
者ハなく候」いぬ井殿御一家一円・
小寺殿御一家一円・又四郎殿・与
太郎殿・太郎五郎殿・与二郎殿・
中殿・めいしゆはう十人はかり一
衆に候 たん之林新兵衛殿・たう
せんのよつき・其外家かす宿と惣
里百生方一衆七十計候 五郎二郎
殿・助六殿・九郎三郎殿・弥五郎
殿 おもと衆はかり名かき候て渡
申〕

古文書神
領ニ関ス
ル文書

8 享禄２・５・吉 1529
下馬所大たけ彦
七郎弘延・布や
ひこ七郎

下馬所 大ヌシや又六 八日市場 購入 三河 キラノ庄於我等知行一円 大主家文
書

9 享禄４・３・21 1531 同（中山対馬守）ムスメ 上中之郷 大ぬし屋又六 八日市場 購入 近江 従橋村殿我等知行之分本文書相副
候て一円

三方会合
引留

10 天文６・11・吉 1537 堤源助盛吉 宮後 横橋大主屋 八日市場
(横橋) 購入 (伊勢）岩内殿様并一家一円・とうこう殿・同御一家中

中央大学
図書館所
蔵古文書

11 天文８・10・10 1539 堤源助盛吉 宮後 横橋（大□屋
（主ヵ）

）
宗左衛門尉

八日市場
(横橋) 購入 (伊勢）

岩内殿様并御一家一円・とうかう
殿・同御一家一円・外城田之内か
つ田之里より毎年米一石上分

古文書
神領ニ関
スル文書

12 天文８・12・24 1539 まへの彦衛門国郷 前野 大ぬしや宗右
(左ヵ)

衛門 八日市場 購入 (大和･
河内）

(やまとの国）、たつの市・（かわち
の国）、へきの内・西村しろ引へけ
いつれも子ハひきつけにあり候也

大神宮故
事類纂

表③ 大主家関連の中世伊勢御師道者売券にみる中世段階での大主家の檀那場（檀所）
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あ
る
。
ま
た
、
本
号
掲
載
の
「
大
主
家
文
書
目
録
」
と

異
な
る
史
料
名
称
の
も
の
も
若
干
含
ま
れ
て
い
る
。

【
史
料
翻
刻
】

１

－

１

松
正
親
銀
子
借
用
証
文

三
〇
㎝
×
三
五
㎝

借
用
申
銀
子
之
事

合
六
百
弐
匁
四
分
二
リ
ン
者
但
丁
銀
也

利
平
ハ
三
わ
り
也

右
之
銀
子
ハ
、
大
神
宮
御
銀
ヲ
筑
後
守

借
用
被
申
候
間
、
御
知
行
成
可
を
以
、

来
年
本
子
共
ニ
、
返
弁
可
申
候
、
も
し

大
法
之
御
徳
政
御
座
候
共
、
於
此
銀
ニ
、

別
而
申
合
候
之
間
、
す
こ
し
も
無
沙
汰

有
間
敷
者
也
、
仍
借
状
如
件

慶
長
拾
三
年
さ
る
ノ

松
筑
後
守

十
一
月
廿
三
日

正
親
（
花
押
）

六
兵
衛
（
花
押
）

大
神
宮
御
師

大
主
源
左
衛
門
尉
殿
ま
い
る

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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１

－

３

永
代
売
買
不
成
屋
敷
指
図

二
八
・
六
㎝
×
三
六
・
〇
㎝

１

－

５

米
屋
弘
延
屋
敷
売
券
案

二
九
・
五
㎝
×
三
六
・
八
㎝

右
彼
屋
敷
ハ
、
依
有
用
々
、
直
銭
弐
百
貫
文
ニ
永
ク
横
橋
又
六
殿
か
た
へ
、
米
屋
太
郎
左
衛
門

方
よ
り
、
売
渡
申
処
実
正
明
白
也
、
彼
屋
敷
ハ
、
奥
の
西
ノ
つ
し
出
た
る
、
北
南
ヘ
ハ
三
間
一

尺
八
寸
、
同
奥
ノ
に
し
の
に
し
東
ハ
二
間
、
同
奥
ノ
西
ノ
東
の
か
た
ハ
三
間
一
尺
八
寸
、
奥
ノ

ひ
か
し
の
北
南
ハ
三
間
二
尺
三
寸
、
奥
ノ
ひ
か
し
の
に
し
東
ハ
二
間
五
尺
四
寸
、
奥
ノ
東
ノ
南

ハ
に
し
ひ
か
し
へ
三
間
、
若
於
此
屋
敷
天
下
一
同
之
地
起
・
徳
政
行
候
共
、
違
乱
煩
有
間
敷
者
、

い
わ
ん
や
於
子
々
孫
々
少
も
煩
申
間
敷
者
也
、
仍
為
後
日
證
文
状
如
件

沽
主
米
屋
太
郎
左
衛
門

大
永
七
年
丁亥
八
月
廿
一
日

弘
延

判

横
橋
又
六
殿

ま
い
る

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
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１

－

６

大
た
け
弘
延
道
者
売
券

二
六
・
九
㎝
×
三
七
・
七
㎝

定

永
代
売
渡
申
道
者
之
事

合
壱
所在

所
者
参
川
国
キ
ラ
ノ
庄
、
於
我
等
知
行
一
円
、
里
数
者
懇
ニ
彼
小
日
記
ニ
仕
候
て

渡
申
候

右
件
之
道
者
ハ
、
代
々
雖
知
行
候
、
依
有
急
用
、
直
銭
拾
伍
貫
文
ニ
大
ヌ
シ
や
又
六
殿
方
江
永

代
売
渡
申
處
実
正
明
白
也
、
本
文
書
者
一
乱
ニ
取
失
候
間
、
此
ヲ
即
本
文
書
ニ
可
被
用
者
也
、

若
万
一
天
下
一
同
之
徳
政
・
地
発
行
候
共
、
於
此
道
者
ハ
、
更
相
違
不
可
有
者
也
、
仍
為
後
日

売
挙(券

)之
状
如
件

布
や
ひ
こ
七
郎

売
主
下
馬
所
大
た
け
彦
七
郎

享
禄
二
年
己丑
五
月
吉
日

弘
延
（
花
押
）

買
主大

ヌ
シ
や
又
六
殿

ま
い
る

口
入
下
前
野
小
三
郎

同

三
郎

１

－

７

布
や
重
弘
道
者
質
入
証
文

二
三
・
六
㎝
×
一
九
・
八
㎝

お
ゐ
申
代
之
事

返
〻
廿
日
す
き
候
者
、
此
道
者
三
里
の
ふ
ん
な
か
し
可
申
候

重
弘
（
花
押
）

合
四
貫
四
百
文

右
し
ち
物
者

三
川
き
ら
里
三
さ
と
入
申
、
一
、
あ
ち
は
ま
・
寺
と
・
下
村
、
合
三
さ
と
、
我
等
ち
き
や
う
の

ふ
ん
き
ら
一
ゑ
ん
入
申
候
、
廿
日
す
き
候
者
、
な
か
し
可
申
候

享
禄
六
年

四
月
三
日

布
や
ひ
こ
七
郎

ま
へ
の小七

殿

ま
い
る

(裏
書
）

「
も
し
〳
〵
小
七
方
い
か
や
う
の
事
候
共
、
此
も
ん
し
よ
し
（
に
ヵ
）て
、
さ
い
そ
く
あ
る
へ
く
候

な
ら善

五
郎
殿

田
中ひ

こ
六
殿
」

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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１

－

８

幸
福
光
治
・
同
光
任
神
谷
御
厨
上
分
米
売
券

二
七
・
〇
㎝
×
三
八
・
一
㎝

定
永
代
売
渡
申
三
河
国
上
分
之
事

合
在
所
者

三
河
八
名
郡
神
谷
御
厨
上
分
一
円

右
件
上
分
者
、
従
宮
司
大
副
殿
買
申
候
而
于
今
当
知
行
候
、
依
有
急
用
、
大
主
屋
源
左
衛
門
殿

後
室
へ
、
直
銭
六
十
貫
文
ニ
永
代
う
り
渡
申
所
実
正
明
鏡
也
、
縦
天
下
大
法
地
起
行
候
共
、
於

此
上
分
、
永
々
違
乱
煩
有
間
敷
候
、
随
而
、
於
向
後
此
上
分
儀
、
従
何
方
も
被
申
事
候
ハ
丶
、

無
紛
さ
は
き
候
て
可
進
之
候
、
本
文
書
取
失
候
間
、
以
此
文
書
、
永
代
可
有
御
知
行
者
也
、
仍

為
後
日
證
文
状
如
件

天
文
廿
年
辛亥
十
一
月
十
八
日

光

幸
福
世
古

治
（
花
押
）

光

同
勘
八
郎

任
（
花
押
）

大
主
屋
源
左
衛
門

後
室
へ
ま
い
る

殿

口
入
新
衛
門
殿

甚
衛
門
殿

常
智
院

１

－

９

不
破
専
光
坊
伊
勢
御
供
米
売
券

二
六
・
七
㎝
×
三
五
・
七
㎝

定
永
代
売
渡
申
御
伊
勢
御
供
米
之
事

合
壱
段
ハ

六
斗
代
也
有
坪
神
領
也

定
米
五
斗
此
色
成
十
銭

右
件
之
田
之
儀
者
、
依
有
急
用
、
料
足
八
百
文
ニ
永
代
売
渡
申
所
実
正
也
、
但

大
神
宮
江
御

供
田
ニ
進
置
候
上
ハ
、
天
下
大
法
之
徳
政
・
地
起
行
候
共

余
之
田
の
う
り
か
い
ニ
ハ
に
ま
し

く
候
、於
子
々
孫
々
少
も
違
乱
有
間
敷
候
、自
然
と
く
せ
い
な
と
の
義
申
出
候
者
、於
子
々
孫
々
、

ふ
か
く
大
神
宮
の
御
は
つ
を
可
蒙
候
、
仍
状
如
件

水
の
江

天
文
廿
壱
年
十
一
月
十
八
日

不
破
専
光
坊
（
花
押
）

ね
年

同
子
高
千
代
（
略
押
）

伊
勢
大
神
宮

大
主
又
六
殿

参

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
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１

－

10

高
橋
重
房
伊
勢
御
供
米
田
下
地
売
券

二
六
・
七
㎝
×
三
四
・
四
㎝

（
端
裏
書
）

「
高
橋
の
八
郎
兵
衛
殿
之
文
書
也
」

伊
勢
大
神
宮
御
供
米
田
ニ
永
代
売
渡
申
下
地
之
事

合
弐
段
大

八
俵
納
ハ

在
坪
出
口
大
か
い
と
う
の
東

右
彼
下
地
ハ
、
依
有
要
用
、
代
銭
五
貫
三
百
五
十
文
ニ
売
渡
申
處
実
正
也
、
但
公
方
年
貢
小
作

裁
許
仕
候
て
、
定
納
四
俵
可
被
召
置
候
、
諸
役
一
銭
も
有
間
敷
候
、
縦
天
下
一
同
之
御
徳
政
行

候
共
、
於
子
々
孫
々
違
乱
申
間
敷
候
、
若
何
か
と
申
者
出
来
候
ハ
丶
、
公
方
時
の
御
代
官
と
し

て
、
と
う
そ
く
の
御
沙
汰
可
有
候
、
其
時
一
言
之
子
細
申
ま
し
く
候
、
仍
後
日

（
為
脱
ヵ
）

永
代
売
け
ん
之

状
如
件

高
橋
八
郎
兵
衛
尉

弘
治
弐
年
十
一
月
晦
日

重
房
（
花
押
）

横
橋
源
左
衛
門
殿

１

－

11

美
濃
国
御
供
田
日
記

二
六
・
四
㎝
×
九
五
・
五
㎝

永
代
美
濃
之
国
大
北
坂
・
荒
尾
・
大
衣
斐
に
て
納
可
申
候
御
供
田
、
同
年
貢
之
事

一
、
壱
石
八
寸

□
尾
弐
段
也
、
有
坪

神
領
也

公
方
成
ニ

十
文
御
座
候
、
代
庵
へ
御
祓
宮

て

段
所

御
神
楽
銭
六
貫
文
之
方
ニ
給
候
、
不
破
之
常
泉
坊

よ
り
、
小
作
不
破
之
専
光
坊
、
文
書
有

天
文
八
年
十
一
月
十
六
日

一
、
三
斗
二
升
定
米
成
大
ゑ
ひ
有
作
高
畠
の
西
成
、
小
作
近
藤
与
助
殿
、
公

方
ハ
小
作
人
よ
り
御
納
所
な
さ
れ
候
也
、
文

書
有
、
近
藤
十
郎
兵
衛
殿
よ
り
給
置
候

天
文
十
七
年
十
月
十
八
日

一
、
四
斗
八
升
定
米
大
ゑ
ひ
有
坪
大
門
の
西
四
斗
田
也
、
小
作
近
藤
与
助
殿
、

公
方
ハ
小
作
人
よ
り
御
納
所
な
さ
れ
候
也

近
藤
十
郎
兵
衛
殿
よ
り
給
置
也
、
文
書
有

天
文
十
五
年
十
月
十
日

一
、
百
文

畠
方
成

荒
尾
有
坪
半
□(畠

)

□(南
ヵ
)道

は
た
也
、
南
宮
領
也

小
作
則
不
破
之
専
光
坊
御
子
息
幸
千
代
殿

御
は
つ
を
の
た
め
に
、
永
〻
給
置
候
、
専
光
坊
よ

り
文
書
有

天
文
十
八
年
十
一
月
廿
六
日

一
、
参
百
文

定
銭
成
也

大
ゑ
ひ
小
作
近
藤
十
郎
兵
衛
殿
、
同
此
か
た
よ
り

永
〻
一
貫
三
百
文
ニ
給
置
候
、
文
書
有

天
文
十
九
年
十
月
廿
八
日

一
、
五
貫
文
、
永
〻
太
神
宮
御
寄
進
也
、
小
作
人
ハ
飯
沼
新
太
郎
殿
、
同
善
讃
入
道
殿
両
人
よ

り
年
貢
給
候
、
飯
沼
助
兵
衛
殿
御
寄
進
、
御
寄
進
状
有

一
、
六
斗
代
但
定
米
五
斗
つ
ゝ
に
申
定
候

十
文
の
い
ろ
な
り
あ
り

荒
尾
有
坪
神
領
成
、
公
方
ハ

小
作
人
よ
り
御
さ
は
き
也

直
銭
八
百
文
ニ
永
代
不
破
専
光
坊
よ
り
給
置
候
、
則
小
作
も
せ
ん
く
わ
う
坊
也
、
文
状
（
マ
マ
）有

天
文
廿
一
年
水
の
へ

ね
の
と
し
十
一
月
十
九
日

一
、
二
百
文
但
此
内
十
疋
ハ
い
つ
も

御
佳
例
之
御
初
穂
也

定
銭
也

荒
尾
有
坪
井
河
よ
り
東
を

三
百
文
成
永
〻
給
置

候

是
ハ
不
破
掃
部
殿
へ
御
米
か
し
申
候
て
御
納
所
な
く
候
に
よ
り
、

御
子
息
彦
太
郎
殿
よ
り
、
此
分
永
〻
給
置
候
也
、
三
百
文
成
ニ
候

へ
ハ
、
十
疋
ハ
公
方
銭
も
な
く
候
、
小
作
同
彦
太
郎
殿

文
状
有

天
文
廿
一
年
水
の
へ

ね
の
と
し
十
一
月
十
九
日

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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高
橋

一
、
八
俵
有
坪
ハ
出
口
大
か
い
と
の
東
、
此
内
四
俵
ハ
年
貢
公
方
成
ニ
ひ
け
候
て
、

定
米
四
俵
つ
ゝ
納
可
申
候
、
則
小
作
人
高
橋
八
郎
兵
衛
殿
也

直
銭
五
貫
三
百
五
十
文
ニ
買
申
候

文
書
有

弘
治
二
年
十
一
月
晦
日

高
橋

一
、
七
俵
弐
斗
納
在
坪
者
赤
坂
上
之
郷
内
川
西
ミ
た
け
の
下
、
西
南
ハ
ミ
そ
、
東

ハ
鹿
取
、
彦
兵
衛
殿
引
得
、
北
ハ
地
蔵
領
分
也

但
公
方
年
貢
壱
貫
七
百
卅
文
宛
納
所
申
候
て
此
分
之
直
銭
三
貫

六
百
文
ニ
か
い
申
候
、
高
橋
八
郎
兵
衛
殿
よ
り

文
書
有

弘
治
三
年
十
一
月
十
四
日

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
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１

－

12

飯
沼
源
左
衛
門
書
状
（
切
紙
）

一
九
・
三
㎝
×
三
六
・
六
㎝

尚
以
、
旧
冬
濃
州
赤
坂
迄
、
人
を
遣
申
候
刻
、
以
書
状
申
入
候
、
相
届
可
申
候

猶
近
日
可
得
御
意
候
、
以
上

遠
路
示
被
下
、
殊
ニ
色
々
被
懸
御
意
候
、
御
懇
情
之
段
、
誠
以
而
忝
次
第
不
浅
候
、
不
斗
致
参

宮
、
連
々
相
積
儀
共
、
可
得
御
意
候
、
就
中
、
御
親
父
様
へ
も
以
別
紙
、
可
申
入
候
へ
共
、
急

便
ニ
而
御
座
候
間
、
可
預
御
心
得
候
、
猶
期
後
音
之
時
候
間
、
不
能
詳
筆
候
、
恐
惶
謹
言

三
月
十
八
日

飯
沼
源
左
衛
門直

（
花
押
）

大
主
又
六
様
貴
報

（
ち
え
だ

だ
い
し
・
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
助
教
・
学
芸
員
）

「
大
主
家
文
書
」
に
つ
い
て
（
千
枝
）
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